
入船北エステート自治会 会則 
第１条（名称・事務所） 
 この会は、入船北エステート自治会と称し、事務所を当団地内におきます。 
 
第２条（目 的） 
この会は、私たちの団地を住み良い団地にするために、団地居住者の共通の利

益を守り、文化活動等を通じて、会員相互の親睦と交流をはかることを目的と

します。 
 

第３条（活 動） 
この会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。ただし、特定の政党、

宗教、および営利団体への活動には関与しません。 
① 会員の生活環境の改善、福利厚生、保健衛生に関する活動。 
② 会員の親睦交流、文化向上に関する活動。 
③ 管理組合と連携し、近隣の自治会と協力して行う広範囲な自主的活動。 
④ その他、この会の目的達成に必要な活動。 
 

第４条（会員の構成） 
 会員は、入船北エステート内に居住する世帯とし、１世帯１会員とします。 
 
第５条（会員の権利） 
 会員は次の権利を持ちます。 
① この会による全ての利益は、成果を平等に受ける権利。 
② 自治会内で選挙し選挙される権利。 
③ 会議を傍聴し意見を述べる権利。 
④ 会計簿冊および証票書類を閲覧する権利。 
 

第６条（会員の義務） 
会員はこの会則を守り、この会の活動に積極的に参加し協力する義務を負い

ます。 
 

第７条（機 関） 
 この会に機関をおきます。 

１ 総会 
２ 幹事会（特別委員会を含む） 
３ 班委員会 
４ 防火部 



第８条（総 会） 
 総会はこの会の最高決議機関であり全会員によって構成されます。 
  ２．次の事項は総会に付議し、その議決を得なければならないものとします。 
 ① 活動計画および予算の決定 
② 活動報告および決算の承認 
③ 幹事、会計監査（以下「幹事等」という）の選出および解任 
④ 会則の改正 
⑤ 業務執行上に必要な規則の設定および改正 
⑥ その他、総会が必要と認めた事項 

 
第９条（幹事等） 
 この会に幹事１１名、会計監査１名の幹事等をおきます。 
２．前項の幹事等１２名は、別に定める選挙規則に基づき選出し総会の議決を得

るものとします。 
 
第１０条（幹事会） 
 幹事会はこの会の執行機関であり幹事１１名によって構成します。 
  ２．この会に次の役員をおき、役員は幹事の中から互選します。 
  １ 会長（１名） 
  ２ 副会長（２名） 
  ３ 会計（１名） 
  ３．この会の役員および幹事は、次の任務にあたります。 
 ① 会長はこの会を統括し代表する。 
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは

その職務を代行する。 
③ 会計はこの会の収支を管理する。 
④ 幹事はこの会の業務を分掌する。 

  ４．幹事会は次のことを行います。 
 ① 総会において議決した事項の執行 
② 総会に提出する活動計画・予算案その他議案の作成 
③ 活動報告および決算の作成 
④ その他、この会に業務に必要な事項の実施 

 
第１１条（定期総会および臨時総会） 
 定期総会は毎年１回開くものとし、会長がこれを召集します。 
  ２．臨時総会は次の場合に開くものとし会長がこれを召集します。 
 ① 幹事会が必要と認めたとき 
② 会員の３分の１以上が請求したとき 



第１２条（総会の議決） 
 １会員は１個の議決権を有します。 
  ２．総会は会員の２分の１以上の（委任状含む）の出席により成立します。会員

が出席できない場合は、議長又は個人に権限を委任することができます。 
  ３．総会の議事は出席会員の過半数によりこれを決します。 
４．総会においては、あらかじめ通知した事項について議決することができます。

ただし、第８条第２項第６号については、出席会員の過半数の賛成により議事

として上程されます。 
５．決議事項は全員の書面による合意があったときは、総会の議決があったものと

みなします。 
６．総会の議長団はそのつど出席会員の中から選出します。 
 
第１３条（定期幹事会および臨時幹事） 
 定期幹事会は毎月１回以上開くものとし会長がこれを召集します。 
  ２．臨時幹事会は次の場合に開くものとし会長がこれを召集します。 
 ① 会長が必要と認めたとき 
② 幹事の３分の１以上が請求したとき 

 
第１４条（幹事会の議決） 
 幹事会はその構成員の２分の１以上の出席により成立します。 
  ２．幹事会の議決は出席構成員の過半数によりこれを決します。 
  ３．幹事会の議長は会長がこれをつとめるものとします。 
 
第１５条（班委員会） 
班委員は、その属する班の会員の中より当番制により選出し、各班に１名おき

ます。 
  ２．班委員は、幹事等を兼務できません。 
  ３．班委員はその属する班において、次の業務を遂行します。 
 ① 班委員会への出席及び班員の意見の自治会活動への反映 
② 幹事会と班員との相互連絡 
③ 自治会の会費の徴収および納入 
 

第１６条（会計監査） 
会計監査は常時この会の会計状況を監査し、その結果について幹事会で意見を

述べて定期総会に報告します。 
  ２．会計監査は幹事を兼務できません 
 
 



第１７条（任 期） 
幹事等の任期は２年とし、あらたに選任されるまで引き続きその職務を行うも

のとします。ただし、再任をさまたげない。 
  ２．班委員の任期は１年とする。 
 
第１８条（会 費） 
 この会の会費は１世帯１ヶ月あたり３００円とします。 
 
第１９条（経 費） 
 この会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てるものとします。 
 
第２０条（会計年度） 
 会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わります。 


